
平成24年度版の介護保険冊子サンプルが完成いたしました。
業界No.1の実績と信頼を誇る弊社商品をぜひご活用ください。
介護報酬単価など平成24年度改正点には、随時対応していきます。

お見積・お問い合わせは、電話・FAXでお気軽にご連絡ください。

 本社： 〒130‐0026　東京都墨田区両国1ｰ12ｰ8 ムネカワビル 502
  TEL：03-3846-1088　FAX：03-3846-1189

 関西営業所： 〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島4ｰ6ｰ31機動ビル4階
  TEL：06-6453-3881　FAX：06-6453-3888
ホームページ　 http://www.gendaikenko.co.jp
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株式会社

現代けんこう出版

今回同封したパンフレットの
サンプルはこちらの5点です

□ みんなのあんしん介護保険
(A4判32ページ)

□ ともにはぐくむ介護保険
(A4判32ページ)

□ わたしたちの介護保険
(A4判16ページ)

□ くらしのみかた介護保険ハンドブック
(B7判32ページ)

□ みんなの介護保険ハンドブック
(B7判24ページ)

gendai

株式会社

現代けんこう出版

ユニバーサルデザインに配慮した
見やすくわかりやすい弊社冊子を
ぜひご利用ください。

全ページ、内容の加筆修正
や記事の差し換えが可能。

●郵送に便利なコンパク
トサイズ。
●基準額、保険料額など
が刷り込み可能。

※掲載しているデザインは平成23年度版のものです

平成24年度版は平成24年2月に完成予定です

A4判
4ページ

利用者向けの内容から、すべての方にお
読みいただけるものにリニューアルしま
した。介護保険サービスを上手に利用す
るために、ぜひお役立てください。

上手に利用しましょう！
介護保険サービス

生活不活発病に陥らないためには、どう
すればよいかということを主眼に、具体
的な対策案を数多く掲載し、日常生活に
役立つものにしています。

今すぐ実践！
高齢期の健康ガイド

大丈夫！
地域包括支援センター
にお任せください！

地域包括支援センターの役割を、豊富な
イラストを用いてわかりやすく説明して
います。住民の皆さんの親近感を得られ
るよう配慮して編集されています。

新刊

介護保険での住宅改修と福祉用具の利
用の手続きやアドバイスを詳しく説明
しています。

介護保険の
福祉用具と住宅改修

介護費用適正化で一番活用されている
介護費用通知書について利用者にわか
りやすく説明しています。

介護給付費通知書
についてのお知らせ

地域支援事業の介護予防・権利擁護事
業を中心に説明。また、ひとりでできる
介護予防の記事も掲載しています。

暮らしを支える
介護予防と地域支援事業

封筒サイズに折りたため、基本チェック
リスト同封に最適。受診から介護予防プ
ログラムの利用までの流れがよくわか
り、受診率アップが期待できます。

生活機能評価(介護予防健診)
利用の手引き

介護保険
関連冊子のご案内

2012年
1月

介護保険料
周知シリーズ

その他
介護保険
関連商品
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gendai

株式会社

現代けんこう出版

みんなのあんしん介護保険

わたしたちの介護保険

●サービスを流れをイラストで紹介し、介護保険の全体像をわかりやすく解説（P.4-5）
●基本的な用語もしっかり説明（基本的な言葉であっても「介護サービス」、「介護予防サービス」など、初めて介護保
険を利用する人にとっては、わかりづらい用語をきちんと解説（P.9）

●サービスの説明を利用者本位に（介護サービス、介護予防サービス、地域密着型サービスの区分けでなく「自宅を
中心に利用するサービス」「施設サービス」「生活環境を整えるサービス」という利用者の利用の仕方に応じた紹介に。

●独自情報を追加して、市町村オリジナル冊子作成に最適
●制度全般をコンパクトに解説

●メディアユニバーサルデザイン認証取得予定（申請中）
●改良に改良を重ねたゆとりをもった見やすいつくり

●介護保険証の見方を解説

介護保険制度
周知用冊子

くらしのみかた介護保険
ハンドブック

みんなの介護保険
ハンドブック

●介護保険証の見方を解説
●保険料と費用について詳しく説明

●見やすさの証明として、弊社の代表冊子『みんなのあんしん介護保険』にお
いて、メディアユニバーサルデザイン認証取得予定（申請中）

●東洋インキのカラーユニバーサルデザイン検証ソフト「UDing」を使用し、
色覚障がい者の方に配慮した色遣いに

●本文の全てに、ユニバーサルデザインフォントを使用
　（脚注も大きく見やすくなっています）

●「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施する市区町村様向けの記事の
ご用意もあります。
●事業者一覧やマップ、介護保険以外の福祉サービスなどを追加できます。

メディアユニバーサルデザイン認証とは・・・
メディアユニバーサル協会によって、一般の人はもちろん高齢者・色覚障がい者など、誰にと
っても見やすいと認められた媒体に与えられる認証マークです。

ユニバーサルデザインに配慮して作成

少部数でも低価格で独自情報を刷り込める
  弊社独自サービス 

の発行物の特徴

ご予算やご要望にあわせてオーダーメイドで作成

独自情報を、裏表紙に1色で刷
り込むことが可能です。基本価
格内での刷り込みができます。

『みんなのあんしん介護保険』（A4/32P）、『みんなの介護保険 ハンドブック』
（B7/24P）の2冊は、数百部から低価格で、オリジナルの情報、保険料を刷り
込むことが可能です。

高齢者の総合相談窓口高齢者の総合相談窓口高齢者の総合相談窓口

高齢者の身近な相談窓口として、○○市町村地域包括支援センターを
設置しています。地域で暮らすみなさんを、介護・福祉・健康・医
療などさまざまな面から総合的に支援して参ります。まずはお気軽
にご相談ください。

○地域包括支援センターには、社会福祉士・保健師等・主任ケアマネジャー
が配置されます。
○介護予防事業のケアマネジメント、総合相談・支援事業、長期的ケア
マネジメントの支援・高齢者の権利擁護事業などの業務を行います。

○○市町村地域包括支援センター
TEL.000-0000　　FAX.000-0000

○○市町村○○○○0-0-0

地域包括支援センターはこのような支援や相談を行っています

介護予防を応援します！
要支援１・２の方など
の介護予防ケアプラン
を作成して、効果を評
価します。

充実したサービスを
提供するために支援します！

ケアマネジャーさ
んへの指導・助言
や医療機関など、
関係機関との調整
を行います。

様々な問題に対応します！
高齢者に関する様々
な相談を受け、必要
なサービスにつなぎ
ます。

相談の秘密は
厳守します

積極的に
ご利用ください

高齢者の権利を守ります！
高齢者虐待の防止、悪
質な訪問販売による被
害の防止などの権利擁
護を行います。

保険料の刷り込みスペースが
広く、段階が多くても、基本
価格内での修正が可能です。

▼裏表紙刷り込み例 ▼保険料刷り込み例

▼

カスタマイズ例　保険料段階をチャートに

お気軽に
ご相談ください。

見やすさにこだわった実績No.1冊子

ともにはぐくむ介護保険
使いやすさとわかりやすさにこだわった新コンセプト冊子

「みんなのあんしん介護保険/32ページ版」の要点を
凝縮したダイジェスト版

・親しみやすく好感度の高いイラスト

・明るい気持ちになれる表紙デザイン

・わかりやすい言葉（ケアプランや居宅介護支援事
業者といった専門的な用語は括弧づきですぐに説
明）で制度全般を総合的に解説
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あらゆる方に
読みやすい
デザイン

少部数でも
オリジナリティ
ある冊子に

様々な
カスタマイズが

可能

A4
判

介護保険制度
周知用冊子

・小さな文字でも見やすく作成。

・第1号被保険者になった方への保険証送付の同封
用として最適

B7
判保険証

サイズ
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65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がま
かなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額の決まり方

　　　 　　　

 ＝
× ÷

この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、8段階の保険料に分かれます。
所得段階 対象となる方 保険料の調整率 保険料（年額）

第1段階
●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金※１受給者で、世帯全員が市区町村民
税非課税の方

基準額 × 0.50 0000円

第2段階 世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金
収入額と合計所得金額※２の合計が80万円以下の方 基準額 × 0.50 0000円

特例

第3段階
世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 基準額 × 0.60 0000円

第3段階 世帯全員が市区町村民税非課税で、特例第3段階に
該当しない方 基準額 × 0.75 0000円

特例

第4段階
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本
人は市区町村民税非課税で、前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額 × 0.80 0000円

第4段階
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが本
人は市区町村民税非課税の方で、特例第4段階に該
当しない方

基準額 × 1.00 0000円

第5段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が
000万円未満の方 基準額 × 1.25 0000円

第6段階 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が
000万円以上の方 基準額 × 1.50 0000円

※1 老齢福祉年金　明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916年）4月1日以前に生まれた
方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です

※2 合計所得金額　「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です

市区町村に住む
65歳以上の方の人数

65歳以上の方の
負担分21%

市区町村で必要な
介護サービスの総費用

●◎市区町村の保険料の基準額 ○○○○○円（年額）


